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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年８月２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年１０月１４日 ２３時００分ごろ 

発生場所 阪神港神戸第４区の兵庫県神戸市兵庫区遠矢
とおや

浜
はま

町の護岸 

 神戸市所在の神戸灯台から真方位０８７°８５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３８.９′ 東経１３５°１０.６′） 

事故等調査の経過 平成２３年１０月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー兼液体化学薬品ばら積船 董和
とうわ

丸、４９９トン 

１３３１２９、株式会社スカイシッピング 

６５.５０ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,０２９kＷ、平成３年１２月  

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳  

三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成６年２月７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年６月２６日 

  免状有効期間満了日 平成２６年２月６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底部に亀裂及び凹損、プロペラ翼に欠損及び曲損、舵板等に曲損 

 事故等の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、平成２３年１０月１４日１８時０５

分ごろ阪神港大阪区を空船で出港し、愛知県名古屋港に向かう予定であっ

たが、気象ファックスにより外海では波高約２～２.５ｍの南～南西の波浪

があることを知ったので、荒天待機を兼ねて清水等を補給するため、１９

時２０分ごろ、阪神港神戸第４区の神戸灯台から１６７°（真方位、以下

同じ。）９９０ｍ付近の検疫錨地（水深約１４ｍ及び底質泥）に右舷錨を入

れ、錨鎖３節を使用して錨泊した。 

船長は、外海が時化
し け

ていたために荒天待機したが、検疫錨地付近では北

東風が強く吹いていなかったので、ふだんは錨鎖２節の使用のところを錨

鎖３節を使用したことから、走錨することはないものと思った。 

船長は、レーダーにより北方の神戸市兵庫区遠矢浜町の護岸（以下「本

件護岸」という。）までの距離が約０.５海里（Ｍ）であることを確認した

のち、１９時４０分ごろ守錨当直者を配置せずに降橋した。 

船長は、２２時２０分ごろ昇橋し、レーダー及びＧＰＳプロッターによ

り船位を確認したところ、本件護岸までの距離が約０.４６Ｍであり、風向

が変化して船首が約１２５°を向いていたものの、風が強く吹いておら

ず、走錨している様子はなかったので、錨鎖３節の状態で守錨当直者を配
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置せずに錨泊を続け、２２時３０分ごろ降橋した。 

本船は、風力７（風速１３.９～１７.１m/s）の南西風と波高約２ｍの波

浪を受けて錨泊位置から約０３０°方向に走錨し、２３時００分ごろ本件

護岸の消波ブロックに乗り揚げた。 

船長は、降橋したのち、自室でテレビを見て２３時前に就寝したが、間

もなく衝撃を受けて昇橋したところ、本船が本件護岸の消波ブロックに乗

り揚げたことを知り、ＶＨＦ無線電話で海上保安庁に救助を要請した。 

本船は、２３時４０分ごろ機関を使用して自力で消波ブロックから離

れ、１５日００時４０分ごろ検疫錨地の南方沖で右舷錨を投じ、錨鎖５節

を使用して錨泊した。 

気象・海象 気象： 

(1) 乗組員の観測 

天気 曇り、風向 南西、風力 ７、視程 約６㎞ 

(2) 気象観測値 

本事故発生場所の東南東方約５km付近に位置する神戸市所在の神戸

海洋気象台神戸空港出張所（地域気象観測所）の平成２３年１０月１

４日の観測値は、次のとおりであった。 

なお、本事故発生当時、瀬戸内海に海上強風警報が発表されてい

た。 

時刻 

（時:分）

１０分間平均 最大瞬間 降水量

（mm）風向 

 

風速

（m/s）

風向 風速

（m/s） 

18:00 ENE 5.7 ENE 7.7 0.5 

18:30 ENE 6.2 ENE 8.2 1.0 

19:00 ENE 5.8 NE 7.7 1.0 

19:30 ENE 6.8 ENE 8.7 1.0 

20:00 ENE 7.2 ENE 8.7 1.5 

20:30 ENE 7.9 NE 10.3 1.5 

21:00 ENE 7.6 ENE 9.8 1.0 

21:30 ENE 6.2 ENE 8.2 0.5 

21:40 NE 5.3 NE 7.2 1.5 

21:50 ENE 4.7 NE 6.7 0.5 

22:00 NE 6.3 NE 8.2 0.5 

22:10 NE 4.3 NE 7.7 0.0 

22:20 ENE 2.5 ENE 4.1 0.0 

22:30 N 1.2 NNE 3.1 0.0 

22:40 SE 2.6 SSE 6.7 0.0 

22:50 SSE 6.8 S 11.3 0.0 

23:00 S 13.4 S 18.5 0.0 

23:10 S 13.9 S 18.0 0.0 

23:20 S 13.6 SSW 17.0 0.0 

23:30 SSW 15.7 SSW 20.6 0.0 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約９１cm 
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その他の事項 本船は、重量１,０６０kgのストックレスアンカーと１節の長さが約２

７.５ｍの錨鎖を両舷に６節ずつ保有していた。本船は、阪神港大阪区にお

いて菜種原油１,００３ｔを揚げ荷し、出港時の喫水は、船首約１.６０

ｍ、船尾約３.２０ｍであった。 

船長は、阪神港大阪区を出港する前に気象ファックスにより、風向が南

寄りに変化することを知っていた。 

本船の運航を管理する会社は、安全管理システムを構築し、安全管理規

程並びに同規程に基づく運航基準、事故処理基準、安全管理規定手順書及

び船内安全基準書を定めて運航船舶の安全管理を行っていた。また、船内

安全基準書には、航海基準が定められており、守錨について、次のとおり

記載（抜粋）されている。 

守錨 

  船長は、連続したアンカーワッチの維持が必要と認めるときは当直

航海士に下記の事項を実施させる。 

・効果的な見張りを維持し、錨鎖の絡み、過大な船首の振れ回り及び

走錨に注意する。 

 ・主機その他の航海計器の準備状況が船長の指示通りになっている。 

 ・投錨後、速やかに船位を適切な海図上に決定し、伸出錨鎖長及びＬ

ＯＡの長さを半径とする円をプロットする。 

 ・船位が上記の円内にあることを定期的に確認する。状況によっては

充分な頻度で確認する。 

 ・気象、海象を観測し、天候悪化の兆しがあれば主機関及び操舵装置

の用意をする。 

 ・走錨を確認したら直ちに船長に報告する。 

運航管理者は、本事故前に本船と連絡を取った際、海上強風警報が発表

されて気象海象の悪化が予想されることから、風速等が下表の運航管理規

程の発航、運航及び入港の中止基準に達していなかったが、船長と協議の

上、次港への運航を中止し、阪神港での仮泊を決定した。 

 風速 波高 視程 横揺れ 

発航の中止 20m/s以上 4ｍ以上 500ｍ以下  

運航の中止 20m/s以上 4ｍ以上（階級5） 500ｍ以下 15度以上 

入港の中止 20m/s以上 4ｍ以上 500ｍ以下  

本船の錨地の選定及び錨泊方法は、船長が定めることになっていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、瀬戸内海に海上強風警報が発表されて

いる状況下、阪神港神戸第４区の検疫錨地におい

て、錨鎖３節で単錨泊中、守錨当直者を配置して

いなかったことから、風力７の南南西風と波高約

２ｍの波浪を受けて走錨し、本件護岸に向けて圧

流され、本件護岸の消波ブロックに乗り揚げたも

のと考えられる。 

船長は、ふだんは錨鎖２節の使用のところを錨

鎖３節の使用としたこと、及び２２時２０分ごろ
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昇橋した際、風が強く吹いておらず、走錨してい

る様子はなかったことから、守錨当直者を配置せ

ずに錨鎖３節で錨泊を続けたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、瀬戸内海に海上強風警報が発表されている状

況下、阪神港神戸第４区の検疫錨地において、錨鎖３節で単錨泊中、守錨

当直者を配置していなかったため、風力７の南南西風と波高約２ｍの波浪

を受けて走錨し、本件護岸に向けて圧流され、本件護岸の消波ブロックに

乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  本船は、本事故後、次の事故防止対策を講じることとした。 

・入手した気象情報をもとに本船と会社との連携を密にし、最も有効な

安全対策を講じて避難及び当直体制を実行する。 

・天候が悪化又は悪化が予想される場合には、回復するまで停泊当直を

行い、船位の確認並びに目視及びレーダーによる見張りなどを維持又

は強化するとともに、甲板部と機関部との連絡体制を確立し、機関を

いつでも使用できる状態としておく。 

・錨地の状況を事前に把握した上、強風や高波に備えて錨鎖を通常より

長く伸出し、又は状況に応じて双錨泊とする。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・気象情報を入手し、予想される風向及び風速に対して適切な錨地を選

定するとともに、適切な錨泊法、錨の数及び錨鎖伸出量とすること。 

・錨泊中は守錨当直者を配置し、海上強風警報が発表されるなど天候の

悪化が予想される場合には、錨泊法、錨の数、錨鎖の伸出量を適切な

ものとし、機関をいつでも使用できる状態にしておくこと。 

 




